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資料５－１ 戸建住宅住まいのアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 世帯主の年齢 

・世帯主が 60 歳以上の世帯が半数を超える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 65 歳以上世帯人員 

 ・65 歳以上の家族を含む世帯がほぼ半数とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 居住者の世帯人数 

・世帯人員２、３人の世帯で全体の６割を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 住宅の敷地規模 

・30 坪未満の敷地規模の住宅が 7 割を占める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査の対象住宅及び回収状況】 

・調査対象は，山科区の昭和４０年代頃に開発分譲された戸建住宅地にある住宅 858 戸から，空

き家 66 戸と建替え中や作業場等として利用されている 14 戸を除いた 778 戸を調査対象（回

収戸数：371 戸，回収率：47.7％）とした。 

  

調査対象内住宅数 空き家 建替え中・別の用途として利用 調査対象戸数 

858 戸 66 戸 14 戸 778 戸 

 

N=371

50坪以上～60
坪未満

0.8%

60坪以上
1.3%

不明・無回答
12.9%

～20坪未満
41.2%40坪以上～50

坪未満

3.2%

30坪以上～40
坪未満

9.4%

20坪以上～30
坪未満

31.0%

N=371
２　30歳代

7.3%

３　40歳代
10.5%

　　不明・無回
答
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４　50歳代
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■ 建築時期 

・築30年以上を超えるものが全体の半数以上

を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 入居時期 

・昭和 40 年代の入居が 3 割を超えるほか，平

成 12 年以降の入居も 1 割以上ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 前面道路の幅員 

・前面道路の幅員 4ｍ未満が半数近くを占める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建替えや増築・改築の履歴 

・今あるの敷地で増築・改修したが 4 割を超え

る。また僅かながら，隣地を買い足した例が

見られる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 隣の地所の購入について 

・隣の地所を既に購入した，または購入したいと

いう方が１割程いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現在の住宅の親族への引継ぎ 

・親族への引継ぎが定まらない世帯が半数以上

を占める 

 

 

 

 

 

 

 

N=371

２　もし売却し
てくれるなら隣

の地所を購入

したい

8.4%３　隣人と売買
の話をしたが

まとまらな

かった

1.1%

不明・無回答
19.4%

４　隣人が転
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0.0%

１　隣の地所
の購入は考え
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７　その他
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６　わからない
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５　すでに隣
の地所を購入

した
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を買い足して

建替えた
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３　もともとの
敷地で建替え

た

10.0%

４　隣の敷地
を買い足して

増築・改修し

た
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１　建替えも増
築・改修もして
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１　２ｍ未満
4.9%　　不明・無回

答
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N=371

不明・無回答
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１　親族などに
引き継ぐつも

り

19.1%

４　その他
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成11年
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14.6%
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成６年
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■ 現在の建物の問題点 

・「建物の耐震性が不安」が 52.0％と最も多く，次いで，「敷地が狭い」の 45.6％，「建物の防火性が

不安」の 35.0％となっている。 

N=371

34.0%

30.5%

12.7%

18.9%

5.4%

2.4%

5.9%

52.0%

35.0%

20.2%

14.3%

31.5%

24.5%

22.9%

15.6%

6.2%

21.6%

12.1%

2.7%

12.1%

27.5%

45.6%

30.7%

17.8%

17.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１　敷地が狭い

２　住まいが狭い

３　間取りが使いにくい

４　収納スペースが足りない

５　屋根や外壁、床などが老朽化してい

る

６　台所が狭い

７　台所の設備が使いにくい

８　浴室が狭い

９　浴室の設備が使いにくい

10　便所が狭い

11　便所の設備が使いにくい

12　段差があり暮らしにくい

13　建物の耐震性が不安

14　建物の防火性が不安

15　建物の防犯性が不安

16　プライバシーが保てない

17　近隣の騒音が伝わってくる

18　冬寒い、夏暑い

19　日当たりがよくない

20　風通しがよくない

21　近所に高い建物が建ち住みづらい

22　駐車スペースがない

23　特に問題点は感じない

24　その他

　　不明・無回答
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資料５－2 郊外宅地の様子 

・ 狭小敷地で，道路等の基盤が脆弱なミニ開発が進み，防災上問題を抱える住宅が存在している。 

・ 急激な人口増加に対して，小学校などの公共施設が充足していない等の問題も起こっている。 

①山科区山階南学区付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②伏見区久我の杜学区付近 
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資料５－３ 地区計画 

・地区計画では，マンション等の用途や形態規制が中心で，地域の人口定着や活性化に向けては，ソフ

トな取組みもあわせた計画づくりが求められる。 

【地区計画】 

根拠法 都市計画法及び建築基準法 

概要 ・地区レベルを単位とした計画制度。 

・地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地を形成・維持するため，住民意

向を反映しながら道路，公園等の地区施設や建築物の整備，土地利用に関し

て地区のまちづくりに必要な事項を選択し，その詳細な計画（ルール）を都

市計画に定めるもの。 

・この計画に基づいて建築や開発行為に関して必要な規制誘導を行う。 

・建築条例に当該地区の規制内容を定めた場合，建築確認の基準となる。 

地区数 50 地区（下記参照） 地区面積 600.2ha 

住宅景観の

ポイント 

建築物の意匠として，建築物の色，屋根の形状，緑化等を定めることができ，

統一感に配慮したまちなみの形成が可能 
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資料５－４ ニュータウンの人口世帯数等 

・ 洛西ニュータウンでは平成 2 年以降，人口が減少しており，少子高齢化の傾向が続いている。 

・ 世帯数，平均世帯人員も減少することが予想されており，良質な住宅と居住者の世帯構成にミスマ

ッチが生じたり，空き家が生じたりすることが懸念される。 

 

■洛西ニュータウン 
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■ 洛西ニュータウンビジョンの概要 

・ 洛西にニュータウンでは，急速に進展する少子・高齢化やこれに伴うコミュニティの希薄化等の課

題に対して，『緑とゆとりを守り，各世代が支えあい心豊かに共生できるまち』というビジョンを掲

げ，その実現を目指し，4 つの戦略とその推進体制を掲げている。 

 

 
 

※洛西ニュータウンまちづくりビジョンより 
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■向島ニュータウン 

 

・ 向島ニュータウンでは，平成 2 年以降，人口が減少しており，少子高齢化の傾向が続いている。 

・ 一方，世帯数は，平成 12 年まで減少し，平成 17 年から増加に転じている。 

 

○向島ニュータウンの人口・世帯数等 
（参考資料：ニュータウンの土地利用に関する調査業務《向島ニュータウン》調査報告書            

人口・世帯数の推移
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口
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（
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向島ニュータウンの年齢階層別人口の推移

26.6%

20.7%

15.5%

12.9%

69.0%

72.6%

73.3%

69.0% 18.1%

4.4%

6.7%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

年少(14歳以下) 生産(15～64歳) 老年(65歳以上)

 
資料：各年国勢調査   資料：平成 17 年国勢調査結果 

  

○向島ニュータウン関連の小学校児童数の推移 
（参考資料：ニュータウンの土地利用に関する調査業務《向島ニュータウン》調査報告書 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 増減
二ノ丸北 0 563 422 202 120 △443
二ノ丸 1,836 740 479 314 271 △1,565
向島藤ノ木 542 824 763 469 407 △417  

※増減については，最大児童数から平成 17 年の児童数を引いて求めている 
 

 

 
 

 

 

 

向島ニュータウンの5歳ごとの年
齢別人口比率(Ｈ17)

4.1%

4.3%

4.6%

5.8%

7.1%

6.8%

6.8%

5.3%

4.9%

5.1%

8.2%

10.5%

8.3%

6.5%

4.7%

3.0%

1.9%

1.2%

0.5%

0.2%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

 0～ 4歳　

 5～ 9歳　
10～14歳　

15～19歳　

20～24歳　

25～29歳　

30～34歳　

35～39歳　

40～44歳　

45～49歳　

50～54歳　

55～59歳　

60～64歳　

65～69歳　

70～74歳　

75～79歳　

80～84歳　

85～89歳　

90～94歳　

95～99歳　

100歳以上　
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資料５－５ 公営住宅における住み替え基準と実績（第 5 回公的住宅小委員会資料２） 

 

■住み替え（住宅変更）の基準（内容） 

 

 

■ 住み替えの実績 

 ・毎年３０戸程度実施 

 

■ 住み替えの実績 

 

 H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ 

戸数 ３３ ２８ ２７ ２６ ２６

平均倍率 1.1 1.4 1.7 2.1 1.6

 

 

 

 

申込資格 住替え先住戸 
(1)エレベーターの設置されていない棟の 3階以上の

住宅に居住している入居者世帯で階段の昇降等が困

難であると認められる者があること 

エレベーターの設置されていない棟

の 1，2 階又はエレベーターの設置さ

れている棟 
(2)入居者双方が相互に住宅を変更することに同意

している場合でどちらかが(1)に該当すること 
同じ団地の住宅間 

(3)特殊設計住宅（車いす専用住宅，多家族向け住宅，

親子ペア住宅及びシルバーハウジングをいう。）に居

住している入居者世帯がその住宅の入居資格要件を

喪失したこと 

同じ団地内 

(4)エレベーターを設置した棟のある団地のエレベ

ーター未設置住棟の入居者世帯 
当該設置棟 
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資料５－６ 移住・住みかえ支援機構の概要(移住・住みかえ支援機構ＨＰより) 

・高齢者の住宅を借り上げ，住宅の流通を促進する移住・住みかえ支援機構が平成 18 年 4 月に設立さ

れたが，市内ではまだ実績はない。 

 

【移住・住みかえ支援機構(JTI)とは】 

・ 住みかえを希望しているシニア（50 歳以上）のマイホームを借上げ，賃料保証する非営利の法人

として，平成 18 年４月に設立。 

 

【主要業務】 

■「マイホーム借上げ制度」の実施 

・ JTI の「マイホーム借上げ制度」は，シニアの皆さま（50 歳以上）のマイホームを最長で終身にわ

たって借上げ，国の基金によるサポートも得て，安定した賃料収入を保証するものです。家賃は市

場よりやや低めになりますが，制度利用者は賃借人のいるいないにかかわらず，JTI を通じて賃料

収入を得ることができる。  

 

■住みかえに関する情報提供 

・ JTI は中立機関として，様々な移住・住みかえ支援を実施している地方公共団体や民間企業から情

報を収集し，サイト等を通して情報提供を行っている。  

 

■住みかえ型リバースモーゲージの開発・提供 

・ JTI の支払う賃料は国の基金によってバックアップされた信用力の高い収入であることから，これ

を返済原資にすれば退職後でも低利で資金を借り入れることが可能になる。 

・ JTI は，金融機関と提携してこのような住み替え型リバースモーゲージを利用者に提供している。

制度利用者は，この借入金を賃貸に際して必要となる耐震補強のための改修費用の他，住み替え先

住宅購入等のための一時金に充当することができる。  

 

■転貸を通じた子育て支援と良質な住宅ストックの循環 

・ 借上げたマイホームは耐震性能を確認の上，子育て中の若年層を中心に転貸して運用し，ゆとりあ

る住環境の提供を通じて，子育て世代を支援するとともに，良質な住宅ストックの循環を図ってい

る。  

 

■「移住・住みかえ支援適合住宅制度（若年借上げ制度）」の実施 

・ JTI が定める耐久性，長期にわたるメンテナンス制度を備えた新築住宅を，「移住・住みかえ支援適

合住宅」として認定。認定を受けた住宅は，「マイホーム借上げ制度」の通常の利用条件である 50

歳を待たずに，簡単な手続きでいつでも借上げ制度を利用することができる。 
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資料５－７ 住みかえ支援の他都市事例 

 

■ 福岡県あんしん住み替え情報バンク 

・福岡県を中心とした公的な機関のバックアップにより運営し、住み替えに関する様々な相談を受け、

適切な住まいに関する情報提供や，住替えバンクの趣旨に賛同し協力する宅地建物取引業者を「協力

事業者」として登録し、実際の不動産売却などに際して、協力事業者を紹介できる体制を整えている。 

・サイト内では、物件の検索や実際に住み替えされた方の事例の紹介、どのような手順で住み替えを進

めていくとよいのかがまとめられたマニュアルなどを公開している。 

 



第３回市場小委員会資料５（参考資料） 

 12

資料５－８ 市街化調整区域等における人口世帯数等 

 

○国勢統計区 大原（市街化調整区域） 

・ 市街化調整区域内に位置する大原学区では，人口は平成 7 年から平成 17 年にかけて 100 人減少

し，世帯数も 18 世帯減少している。 

・ 年齢階層別人口をみると，55～59 歳の層が最も多く，全体的にみても，50 歳以上の層が多いこ

とがわかる。 

・ その中で，少子化及び高齢化は年々進んでおり，年齢 3 階層別人口の推移をみると，平成 7 年と

17 年で比べると，15 歳未満人口は 5.6％，15～64 歳人口は 10.0％減少，一方，65 歳以上人

口は 15.6％増加している。 

  
総数 男 女 世帯数

平成7年 2,626 1,189 1,437 694

平成12年 2,514 1,135 1,379 655

平成17年 2,526 1,069 1,457 666

実数 比率(%) 男 女

 0～ 4歳　 40 1.6 26 14

 5～ 9歳　 58 2.3 30 28

10～14歳　 58 2.3 30 28

15～19歳　 90 3.6 53 37

20～24歳　 124 4.9 69 55

25～29歳　 123 4.9 56 67

30～34歳　 91 3.6 43 48

35～39歳　 84 3.3 40 44

40～44歳　 83 3.3 37 46

45～49歳　 106 4.2 38 68

50～54歳　 179 7.1 80 99

55～59歳　 249 9.9 139 110

60～64歳　 185 7.3 94 91

65～69歳　 164 6.5 85 79

70～74歳　 144 5.7 60 84

75～79歳　 175 6.9 62 113

80～84歳　 167 6.6 37 130

85～89歳　 168 6.7 47 121

90歳以上　 237 9.4 43 194

15歳未満 15～64歳 65歳以上

平成7年 11.8 62.0 26.2

平成12年 8.9 59.5 31.3

平成17年 6.2 52.0 41.8

③年齢3階層別
人口の推移(%)

①人口・世帯数の推移
（人・世帯）

②年齢階層別人口
(H17)（人）
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○国勢統計区 花脊（都市計画区域外） 

・ 都市計画区域外に位置する花脊学区では，人口は平成 7 年から平成 17 年にかけて 53 人減少して

いる。 

・ 年齢階層別人口をみると，65～69 歳の層が最も多く，全体的にみても，55 歳以上の層が多いこ

とがわかる。 

・ その中で，大原学区同様に少子化及び高齢化は年々進んでおり，年齢 3 階層別人口の推移をみると，

平成 7 年と 17 年で比べると，15 歳未満人口は 4.2％，15～64 歳人口は 4.8％減少，一方，65

歳以上人口は 9.0％増加している。 

 

 
総数 男 女 世帯数

平成7年 385 186 199 142

平成12年 359 174 185 141

平成17年 332 160 172 142

実数 比率(%) 男 女

 0～ 4歳　 8 2.4 2 6

 5～ 9歳　 11 3.3 4 7

10～14歳　 12 3.6 8 4

15～19歳　 12 3.6 3 9

20～24歳　 8 2.4 5 3

25～29歳　 13 3.9 6 7

30～34歳　 16 4.8 9 7

35～39歳　 11 3.3 7 4

40～44歳　 13 3.9 6 7

45～49歳　 22 6.6 11 11

50～54歳　 14 4.2 10 4

55～59歳　 32 9.6 16 16

60～64歳　 32 9.6 16 16

65～69歳　 37 11.1 20 17

70～74歳　 26 7.8 11 15

75～79歳　 25 7.5 13 12

80～84歳　 21 6.3 8 13

85～89歳　 14 4.2 3 11

90歳以上　 5 1.5 2 3

15歳未満 15～64歳 65歳以上

平成7年 13.5 56.9 29.6

平成12年 12.5 56.0 31.5

平成17年 9.3 52.1 38.6

③年齢3階層別
人口の推移(%)

①人口・世帯数の推移
（人・世帯）

②年齢階層別人口
(H17)（人）
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資料５－９ 市街化調整区域における地区計画制度の概要 

・既存集落における良好な住環境の保全・形成や地域コミュニティの維持・活性化などに向けた地域住

民によるまちづくりの取組を支援するために，地区計画制度を市街化調整区域内で適正に活用するた

めに必要な基準を定めた「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定。 

・平成 20 年 7 月 1 日から適用している。 

 

○地区計画の種類 

・この制度で活用できる地区計画は，目的に応じて 3 種類あ

り，これらの類型ごとに，地区施設や建築物等に関するル

ールがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○活用のイメージ（既存集落整備型） 

 

類型 概要 
既存集落整備型 市街化区域と市街化調整区域の区域

区分（昭和 46 年 12 月 28 日）が行

われる前から存在している既存集落 

地域資源活用型 自然と歴史資源が調和している地域

にあって，風致地区に指定されてい

る，一定水準以上の道路沿道 

計 画 整 備 型 京都市基本計画や都市計画マスター

プラン等の上位計画に基づき個別具

体的な土地利用の方針が定められて

いる地域 

※以下の地域については，区域に含めることができない。 

・農業の振興を図るべき地域（農振農用地，農地転用許可が

見込まれない農用地等） 
・自然環境の保全を図るべき地域（保安林，指定文化財の所

在地等） 
・災害発生の恐れがある地域（土砂災害特別警戒区域，地す

べり防止区域等） 

都市計画区域外 
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資料５－１０ 山間地域等のコミュニティの維持・活性化に向けた取組事例 

■ココイマ・プロジェクトの概要 

・ 地域の小中学校の統合をきっかけとして，京都市左京区の北部に位置する花背地域を中心に，別所・

広河原・久多・百井の 5 地域が協働で，子育て世帯を呼び込むため，地区内の空き家の情報を提供

し，地区外の方に購入や賃貸により居住してもらうことで，住民を増やそうというプロジェクト。 

  （「ココイマ・プロジェクト」とは，「ココで暮らす イマを暮らす」から） 

・ 現在までに１１件の問い合わせがあるが，購入ではなく賃貸を希望する方が多く，提供できる空き

家は今のところ売り家のみであり成約には至っていない。 

・ また，空き家の提供は地域の自治会を通じて受けることとしていることもあり，提供できる空き家

が限られている。 
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■ 交流居住のススメ（総務省ポータルサイト） 

・ 交流居住をキーワードに，積極的に受け入れている自治体と都会の人とを結びつけることを目的に

開設 

・ 交流居住を大きく５つのタイプ（「ちょこっと」，「のんびり」、「どっぷり」、「行ったり来たり」、「学

んでお手伝い」）に分類し、それぞれに各自治体が取り組んでいるプログラムを紹介 

・ サイト訪問者は，自らの目的に応じたプログラムを探すことが可能 

・ サイト内から、メールマガジンの登録や交流居住に取り組んでいる先進的な自治体の事例や交流居

住実践者の声を紹介した冊子「田舎暮らしのすすめ」などを閲覧、ダウンロードできる 

 

※交流居住：都会に住む人たちが、都会と田舎の両方に滞在・居住する場所をもち、それぞれの場所を仕事

や余暇・趣味などのために使い分け、田舎では地元の人たちとの交流を楽しむといったように、

「交流を主たる目的として都会と田舎を行き来する」ライフスタイルをいう。 
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■ 飛騨市 田舎暮らし斡旋支援公社 

・飛騨市では，田舎暮らしを支援するための特別プロジェクト組織として，庁内各課や JA 飛騨、商工

会等からなる「飛騨市田舎暮らし住まい斡旋公社」を平成 17 年 10 月に設立。 

・空家の情報収集・登録，希望者への斡旋・仲介、農業指導や就職相談、古民家を改修した田舎暮らし

体験モデル住宅の実施など総合的な支援を行い，農村と都市の交流を図り，定住を促進させることで

地域活性化に取り組んでいる。 

 

○主な事業 

・空家の情報収集及び登録 

・田舎暮らし希望者への空家の情報提供 

・田舎暮らし希望者の登録及び調査 

・物件紹介者と田舎暮らし希望者への空家の売買又は賃貸借に関する斡旋、仲介 

・田舎暮らし希望者の農業指導、就職相談 

 

【田舎暮らしの実践の仕組み】 

 

 

【田舎暮らし体験モデル住宅】 

・ 築 100 年を経過した飛騨地方の典型的な農家住宅

を所有者から市が借り受け，約 1500 万円をかけて

改修。 

・ 利用希望登録をした人であれば，日額 2,000 円で，

1 回 2 週間（年間の利用回数に制限はない）を上限

として提供している。 

・ モデル住宅を利用してもらい，納得がいくまで飛騨

市での生活を体験してもらった上で，斡旋支援公社

から物件の紹介が受けられる。 
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○取り組みの実績（平成 17 年 10 月～19 年 3 月） 

 

○取り組みのポイントと課題 

① 市が行う住み替え支援の安心感 

⇒ 住み替え支援の取り組みを市が主体となった公社が窓口となり、きめ細かく対応していること

は、住み替えを実現した利用者からも好評を得ている。また中古住宅のリフォームに関しても

補助事業を実施しており、住み替え後の生活も担当職員がサポート。 

② 民間事業者との役割分担と協力がカギ 

⇒ 宅建業者免許の適用除外規定を利用して市が空き家の仲介を無料で行っている。民間の不動産

業者が扱いにくい空き家物件を中心に市が取り組むことで、民間事業者との役割分担に配慮。 

③ 空家物件がなかなか集まらない 

⇒ 空き家物件があっても、先祖代々受け継いだ土地や建物を自分の代で手放すことができない意

識を強く持つ所有者が多い。また通常は使用していない建物であっても、お盆やお祭りの時な

どには帰省して利用している場合がある。そのため空家物件はなかなか集まらない。 

④ 農地法等の規制によって取得が困難な人が多い 

⇒ 農地付きの空き家物件の場合、農地法等の規制により農地を取得できる人が限られているため

に、取得を希望している人の要望に応えられないことがある。 

問い合わせ件数 363 件 ・東海地方からの問い合わせが多い 

利用者登録 81 件

空家登録総数 8 件

・空家物件に比べて，利用登録者数が多く，希望にかな

う物件を待っている状況。 

移住者数 6 件 ・団塊世代よりも若いファミリー世代等が目立つ 

移住者の住宅 

リフォーム補助 
1 件

・飛騨市内の空家を購入または賃借し住民登録をした人

で，風呂，便所、台所、洗面所のリフォームを行った

場合には、費用の 1/2 の範囲内で 200 万円を上限と

した補助を実施。 

利用日数 117 日

利用組数 41 組
田舎暮らし体験

モデル住宅 
利用者延べ数 114 人

・平成 18 年 4 月のモデル住宅オープン以降での実績。

・特に春から秋にかけての利用が多い。雪深い気候の影

響もあり冬季の利用者は少ない 


